
の
世
帯
の
被
保
険
者
数
と
前
年
の

所
得
で
軽
減
割
合
（
７
割・５
割・

２
割
）
を
判
定
し
ま
す
。

　

税
務
課

☎
０
８
６
９-

２
２-

１
１
１
４

所得割額
（賦課のもととなる所得金額）×（所得割率 9.17%）
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　　知っ得！せとうち便　　

記号の説明 予問 相…問い合わせ先 申…申請・申込・申告先 …予約先 …相談先応…応募先 資…資料請求先 届…届出先 通…通告先

知っ得！
せとうち便

お
知
ら
せ

　高齢受給者証は 70 歳以上 75 歳未満の人を対象に、加入している医療保険者から交付されます。
【高齢受給者証の更新】

　現在お持ちの高齢受給者証の有効期限は７月 31 日までとなっています。
　毎年８月１日で更新されますので、７月下旬に新しい高齢受給者証を送
付します。８月以降に医療機関などを受診する際には、必ず新しい高齢受
給者証を窓口に提示してください。

【自己負担割合の見直し】
　医療機関などの窓口で支払う自己負担割合（右表参照）は、所得によって異な
ります。世帯内の国民健康保険加入者の増減や所得に変更があった場合などは、
自己負担割合が変わることがあります。
　国保年金医療給付課　☎０８６９ - ２２ - １７９０

国民健康保険高齢受給者証を送付します

問

合計所得金額
基礎控除額

令和２年度 令和３年度

2,400 万円以下

33 万円 

（所得要件なし）

43 万円

2,400 万円超 29 万円

2,450 万円超 15 万円

2,500 万円超 適用なし

　
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
の
保
険

料
は
、
被
保
険
者
全
員
が
負
担
す

る
「
均
等
割
額
」
と
被
保
険
者
の

所
得
に
応
じ
て
負
担
す
る
「
所
得

割
額
」
の
合
計
で
す
。

【
保
険
料
額
決
定
通
知
書
の
送
付
】

　

令
和
３
年
度
保
険
料
額
決
定
通

知
書
を
７
月
下
旬
に
送
付
し
ま
す

の
で
、
保
険
料
額
と
納
付
方
法
を

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　
納
付
書
で
納
付
す
る
場
合
は
、

納
入
通
知
書
（
納
付
書
）
を
送
付

し
ま
す
。

  

後
期
高
齢
者
医
療
保
険

  

保
険
料
額
が
決
定

１．令和３年度保険料（年額）の算出方法

※１人当たりの年間保険料は、100 円未満を切り捨てます。
※保険料は年度（４月から翌年３月までの 12 カ月）で計算され、年度の途中で
　加入した場合は加入した月から計算されます。
※賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額等（雑所得、事業所得、給
　与所得等の総所得金額と、分離課税の株式の譲渡所得、土地建物等の譲渡所得、
　山林所得等の合計額）から、基礎控除（右表参照）を控除した金額です（雑損
　失の繰越控除額は控除しません）。ただし、遺族・障害年金などは除きます。
※分離課税の所得がマイナスの場合は０円として合算します。

３．【均等割額軽減の割合基準】の変更点

令和２年度の対象者の所得要件
（世帯主およびその世帯の被保険者の総所得

金額等の合計が下記の金額以下の世帯）

均等割額の
軽減割合

【令和元年度における 8.5 割軽減の区分】
33 万円以下 7.75 割

【令和元年度における８割軽減の区分】
うち、世帯の被保険者全員の年金収入が

80 万円以下で、ほかの所得なし
７割

33 万円 +28.5 万円×（被保険者数）以下 ５割

33 万円 +52 万円×（被保険者数）以下 ２割

所得の低い人は、世帯の所得水準に応じて保険料の「均等割額」が軽減されます。
本則７割軽減の人は、これまで上乗せして軽減（7.75 割）されていましたが、世代間の公平の観点などから、
令和元年度から段階的に見直されており、これまで 7.75 割軽減となっていた人は 7 割軽減に変更になります。

　税務課
☎０８６９ - ２２ - １１１４
　岡山県後期高齢者医療広域連合
☎０８６ - ２４５ - ００９０

問

問

問

　新型コロナウイルス感染症の影響により国民年
金保険料の納付が困難となった場合の、臨時特例
による免除申請を受け付けています。次の条件に
該当すると思われる人は、申請手続きをしてくだ
さい。

▽ 対象者　
　次の①②の条件をいずれも満たす人
①令和２年２月以降に、新型コロナウイルス感染
　症の影響による失業などで収入が減少した
②令和２年２月以降の所得状況をみて、当年中の
　所得見込額が国民年金保険料免除基準相当にな
　ることが見込まれる
※詳しくは日本年金機構ホームページをご確認く
　ださい。

▽ 対象期間
　令和２年２月分以降の国民年金保険料
※令和元・２年度分もさかのぼって申請できます。

▽ 申請先
・市役所国保年金医療給付課、各支所・出張所の
　窓口または年金事務所

▽ 申請に必要なもの
●一般の人：国民年金保険料免除・納付猶予申請
　書、簡易な所得見込額の申立書（臨時特例用）
●学生の人：国民年金保険料学生納付特例申請書、
　簡易な所得見込額の申立書（臨時特例用）、学
　生証のコピーまたは在学証明証
※申請する期間により、申請書が２枚必要となる
　場合があります。
※申請書などは日本年金機構ホームページからダ
　ウンロードできます。また、市役所国保年金医
　療給付課、各支所・出張所の窓口にも備え付け
　ています。

【日本年金機構ホームページ】
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/0430.html

　国保年金医療給付課
☎０８６９ - ２２ - １７９０
　岡山東年金事務所
☎０８６ - ２７０ - ７９２５（自動音声案内２番）

問

問

【
控
除
額
の
変
更
】

　
税
制
改
正
の
影
響
に
よ
り
、
課

税
対
象
所
得
を
計
算
す
る
際
の
基

礎
控
除
額
が
、
合
計
所
得
金
額
に

よ
っ
て
次
の
と
お
り
変
更
に
な
り

ま
す
。

【
軽
減
の
判
定
基
準
額
の
変
更
】

　
前
年
中
の
所
得
が
一
定
の
基
準

以
下
の
世
帯
に
対
し
て
、
国
民
健

康
保
険
税
の
平
等
割
と
均
等
割
を

軽
減
す
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

　
税
制
改
正
の
影
響
に
よ
り
、
軽

減
の
判
定
基
準
額
が
下
記
の
と
お

り
変
更
に
な
り
ま
す
。
４
月
１
日

  

国
民
健
康
保
険
税
の

  

算
定
方
法
を
変
更

令和３年度の対象者の所得要件
（世帯主およびその世帯の被保険者の総所得

金額等の合計が下記の金額以下の世帯）

均等割額の
軽減割合

43 万円＋（給与所得者等の数 －１）× 10 万円 ７割

43 万円＋（給与所得者等の数 －１）× 10 万円
＋ 28.5 万円×（被保険者数） ５割

43 万円＋（給与所得者等の数 －１）× 10 万円
＋ 52 万円×（被保険者数） ２割

２．【基礎控除】の変更点
税制改正の影響により基礎控除が 10 万円引き上げられ
ますが、合計所得によって下記のとおり変更になります。

所得区分 自己負担割合

現役並み所得者 ３割

一般

２割低所得者 II

低所得者 I

軽減割合
令和２年度の軽減判定基準額

（世帯主およびその世帯の被保険者の総所得
金額等の合計が下記の金額以下の世帯）

令和３年度の軽減判定基準額
（世帯主およびその世帯の被保険者の総所得

金額等の合計が下記の金額以下の世帯）

７割 33 万円 43 万円＋（給与所得者等の数 －１）× 10 万円

５割 33 万円＋ 28.5 万円×（被保険者数） 43 万円＋（給与所得者等の数 －１）× 10 万円
＋ 28.5 万円×（被保険者数）

２割 33 万円＋ 52 万円×（被保険者数） 43 万円＋（給与所得者等の数 －１）× 10 万円
＋ 52 万円×（被保険者数）

合計所得金額
基礎控除額

令和２年度 令和３年度

2,400 万円以下

33 万円 

（所得要件なし）

43 万円

2,400 万円超 29 万円

2,450 万円超 15 万円

2,500 万円超 適用なし募  

集

お
知
ら
せ

催
し
物

相  

談

１人当たりの年間保険料
（限度額 64 万円）

＋

＝

均等割額
46,600 円

自己負担割合

基礎控除額の変更

軽減の判定基準額の変更

ねん きん のお はな し♪

新型コロナウイルス感染症の影響に伴い
国民年金保険料が免除となる場合があります

日本年金機構
ホームページ



　　知っ得！せとうち便　　

募  

集

お
知
ら
せ

10広報 せとうち No.2002021.    711

催
し
物

【
交
通
事
故
に
あ
っ
た
と
き
】

　
交
通
事
故
な
ど
第
三
者
か
ら
傷

害
を
受
け
た
場
合
は
、
加
害
者
が

医
療
費
を
全
額
負
担
す
る
こ
と
が

原
則
で
す
。

　
た
だ
し
、
や
む
を
得
ず
被
保
険

者
証
を
提
示
し
て
医
療
機
関
な
ど

を
受
診
す
る
場
合
は
、
自
己
負
担

の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
届
出
が
必

要
で
す
。

　
　

国
保
年
金
医
療
給
付
課

☎
０
８
６
９-

２
２-

３
９
５
８

（
所
得
の
申
告
先
）

　
　

税
務
課

☎
０
８
６
９-

２
２-

１
１
１
４

　
障
害
の
あ
る
人
へ
の
サ
ー
ビ
ス

（
事
前
申
請
が
必
要
）
を
紹
介
し

ま
す
。
対
象
者
、
条
件
な
ど
に
よ

り
、
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
ら
れ
な
い

場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
詳
し
く

は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

①
運
賃
の
割
引
な
ど

【
運
賃
の
割
引
】

　
電
車
や
バ
ス
、
タ
ク
シ
ー
な
ど

を
利
用
す
る
場
合
に
手
帳
を
提
示

す
れ
ば
、
運
賃
の
割
引
が
受
け
ら

ま
せ
ん
。

【
限
度
額
適
用
認
定
証
の
更
新
】

　
一
部
負
担
金
の
割
合
が
３
割
の

人
で
、
課
税
所
得
１
４
５
万
円
以

上
６
９
０
万
円
未
満
の
被
保
険
者

お
よ
び
同
世
帯
の
被
保
険
者
は
、

申
請
に
よ
り
後
期
高
齢
者
医
療
限

度
額
適
用
認
定
証
（
限
度
額
認
定

証
）
が
交
付
さ
れ
ま
す
。
医
療
機

関
な
ど
を
受
診
す
る
際
に
は
、
限

度
額
認
定
証
を
提
示
す
る
こ
と

で
、
窓
口
で
支
払
う
医
療
費
が
自

己
負
担
限
度
額
ま
で
と
な
り
ま
す
。

　
現
在
、
限
度
額
認
定
証
を
お
持

ち
で
引
き
続
き
該
当
す
る
場
合

は
、
新
し
い
限
度
額
認
定
証
を
被

保
険
者
証
に
同
封
し
送
付
し
ま
す

の
で
、
申
請
の
手
続
き
は
必
要
あ

り
ま
せ
ん
。

　
た
だ
し
、
次
に
該
当
す
る
人
は

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

●
世
帯
内
の
被
保
険
者
に
所
得
の

　

未
申
告
者
が
い
る
人

　
世
帯
に
前
年
の
所
得
を
申
告
し

て
い
な
い
被
保
険
者
が
い
る
場

合
、
新
し
い
限
度
額
認
定
証
は
送

付
さ
れ
ま
せ
ん
。
所
得
が
な
い
場

合
で
も
「
な
し
」
の
申
告
が
必
要

と
な
り
ま
す
の
で
、
税
務
課
で
申

告
を
し
て
く
だ
さ
い
。

問
申

問
申

  

障
害
の
あ
る
人
へ
の

  

サ
ー
ビ
ス

　
現
在
お
持
ち
の
後
期
高
齢
者
医

療
の
被
保
険
者
証
、限
度
額
適
用・

標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
、
限
度

額
適
用
認
定
証
の
有
効
期
限
は
、

７
月
31
日
ま
で
で
す
。

【
被
保
険
者
証
の
更
新
】

　
７
月
下
旬
に
新
し
い
後
期
高
齢

者
医
療
被
保
険
者
証
（
被
保
険
者

証
）を
特
定
記
録
で
送
付
し
ま
す
。

　
８
月
以
降
に
医
療
機
関
な
ど
を

受
診
す
る
際
に
は
、
必
ず
新
し
い

被
保
険
者
証
を
窓
口
に
提
示
し
て

く
だ
さ
い
。

【
一
部
負
担
金
の
割
合
の
見
直
し
】

　
医
療
機
関
な
ど
の
窓
口
で
支
払

う
一
部
負
担
金
の
割
合
は
、
所
得

区
分
に
応
じ
て
決
ま
り
ま
す
。

　

所
得
区
分
は
前
年
の
所
得
に

よ
り
毎
年
判
定
す
る
た
め
、
割
合

が
変
更
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

【
減
額
認
定
証
の
更
新
】

　
所
得
区
分
が
低
所
得
者
Ⅱ
ま
た

は
Ⅰ
の
被
保
険
者
の
人
が
入
院
す

る
際
や
高
額
な
外
来
診
療
を
受
け

る
際
に
は
、
申
請
に
よ
り
交
付
さ

れ
る
後
期
高
齢
者
医
療
限
度
額
適

用・標
準
負
担
額
減
額
認
定
証（
減

額
認
定
証
）
を
医
療
機
関
な
ど
に

提
示
す
る
こ
と
で
、
窓
口
で
支
払

う
医
療
費
が
自
己
負
担
限
度
額
ま

で
と
な
り
、
１
食
当
た
り
の
食
事

代
も
減
額
さ
れ
ま
す
。

　
現
在
、
減
額
認
定
証
を
お
持
ち

で
、
８
月
以
降
も
所
得
区
分
が
低

所
得
者
Ⅱ
ま
た
は
Ⅰ
と
な
る
場
合

は
、
新
し
い
減
額
認
定
証
を
被
保

険
者
証
に
同
封
し
、
７
月
下
旬
に

送
付
し
ま
す
の
で
、
申
請
の
手
続

き
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

　
た
だ
し
、
次
に
該
当
す
る
人
は

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

①
世
帯
内
に
所
得
の
未
申
告
者
が

　

い
る
人

　
世
帯
内
に
所
得
の
未
申
告
者
が

い
る
場
合
は
、
新
し
い
減
額
認
定

証
は
送
付
さ
れ
ま
せ
ん
。
所
得
が

な
い
場
合
で
も
「
な
し
」
の
申
告

が
必
要
で
す
の
で
、
税
務
課
で
申

告
を
し
て
く
だ
さ
い
。
申
告
に
よ

り
所
得
区
分
が
低
所
得
者
Ⅱ
ま
た

は
Ⅰ
と
な
っ
た
場
合
は
、
新
し
い

減
額
認
定
証
を
被
保
険
者
証
に
同

封
し
送
付
し
ま
す
。

②
長
期
入
院
を
し
た
人

　
令
和
２
年
８
月
１
日
以
降
、
所

得
区
分
が
低
所
得
者
Ⅱ
で
、
減
額

認
定
証
を
持
っ
て
い
た
期
間
内
に

入
院
が
通
算
90
日
を
超
え
る
人

は
、
国
保
年
金
医
療
給
付
課
で
申

請
を
す
る
こ
と
で
、
１
食
当
た
り

の
食
事
代
が
１
６
０
円
と
な
る
減

額
認
定
証
が
交
付
さ
れ
ま
す
。

　
た
だ
し
、
令
和
２
年
８
月
１
日

か
ら
令
和
３
年
４
月
30
日
ま
で
の

間
で
入
院
が
90
日
を
超
え
る
人

は
、
新
し
い
減
額
認
定
証
を
被
保

険
者
証
に
同
封
し
送
付
し
ま
す
の

で
、
申
請
の
手
続
き
は
必
要
あ
り

現役並み所得者 ３割負担

一般・低所得者Ⅱ・低所得者Ⅰ １割負担

※３割負担と判定された人でも、次の要件に該当する場合は、申請により１割
　負担となります。
　・世帯に被保険者が２人以上いる場合の収入合計額が 520 万円未満（世帯に被
　保険者が１人の場合は 383 万円未満、もしくは 383 万円以上であっても、同
　じ世帯の 70 ～ 74 歳の人を含めた収入の合計が 520 万円未満）
　・昭和 20 年１月２日以降生まれの被保険者およびその属する世帯の被保険者
　については、旧ただし書き所得（総所得から基礎控除 43 万円を差し引いた額）
　の合計が 210 万円以下

一部負担金の割合

  
後
期
高
齢
者
医
療

  
被
保
険
者
証
を
送
付

害
者
手
当
、
障
害
児
福
祉
手
当
、

障
害
児
福
祉
年
金
が
あ
り
ま
す
。

④
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

　
障
害
の
程
度
に
合
わ
せ
た
サ
ー

ビ
ス
を
受
け
ら
れ
ま
す
。

⑤
意
思
疎
通
支
援
事
業

　
手
話
通
訳
者
や
要
約
筆
記
者
を

派
遣
し
ま
す
。

▽
対
象
者　
聴
覚
障
害
の
あ
る
人

⑥
福
祉
用
具
な
ど
の
給
付

【
補
装
具
】

　
日
常
生
活
に
必
要
な
身
体
機
能

を
補
う
た
め
の
車
い
す
や
装
具
な

ど
の
購
入
、
修
理
、
借
り
受
け
へ

の
補
助
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

▽
対
象
者　
身
体
障
害
者
手
帳
所

　
持
者
、
難
病
患
者

【
日
常
生
活
用
具
】

　
ス
ト
マ
用
具
、
紙
お
む
つ
、
歩

行
支
援
用
具
な
ど
の
用
具
が
給
付

さ
れ
ま
す
。

れ
ま
す
。

▽
対
象
者　
身
体
障
害
者
手
帳
・

　
療
育
手
帳
・
精
神
障
害
者
保
健

　
福
祉
手
帳
所
持
者

【
福
祉
タ
ク
シ
ー
利
用
券
】

　

在
宅
の
重
度
障
害
者
に
対
し

て
、
タ
ク
シ
ー
料
金
の
一
部
を
助

成
す
る
福
祉
タ
ク
シ
ー
利
用
券
を

交
付
し
て
い
ま
す
。

▽
対
象
者　
在
宅
の
身
体
障
害
者

　
手
帳
１・
２
級
所
持
者
お
よ
び

　
療
育
手
帳
Ａ
所
持
者

②
医
療
費
の
助
成

【
育
成
医
療
・
更
生
医
療
】

　
障
害
の
軽
減
な
ど
の
た
め
、
治

療
・
手
術
を
受
け
る
場
合
、
医
療

費
の
一
部
が
医
療
保
険
と
公
費
で

助
成
さ
れ
ま
す
。

▽ 

対
象
者　
18
歳
未
満
の
身
体
に

障
害
や
疾
病
を
有
す
る
児
童
、

　
18
歳
以
上
の
身
体
障
害
者
手
帳

　
所
持
者

【
精
神
通
院
医
療
】

　
病
院
な
ど
に
通
院
す
る
場
合
、

医
療
に
要
す
る
費
用
の
一
部
が
医

療
保
険
と
公
費
で
助
成
さ
れ
ま
す
。

▽
対
象
者　
通
院
医
療
を
受
け
て

　
い
る
精
神
障
害
の
あ
る
人

③
各
種
手
当
な
ど

　
特
別
児
童
扶
養
手
当
、
特
別
障

▽
対
象
者　
身
体
障
害
者
手
帳
・

　
療
育
手
帳
所
持
者
な
ど

⑦
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
通
所
者
交

　

通
費
助
成
金
交
付

　

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
所

（
生
活
介
護
、
自
立
訓
練
、
就
労

移
行
支
援
、
就
労
継
続
支
援
）
へ

鉄
道
、
バ
ス
な
ど
公
共
交
通
機
関

を
利
用
し
て
通
所
し
て
い
る
障
害

者
に
対
し
、
通
所
に
関
す
る
交
通

費
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

※
自
分
で
運
転
す
る
自
家
用
車
、

　
自
転
車
、
徒
歩
で
の
通
所
、
事

　
業
所
の
送
迎
の
人
は
対
象
外

⑧
各
種
助
成
事
業（
事
前
相
談
必
要
）

　
障
害
者
自
動
車
運
転
免
許
取
得

お
よ
び
自
動
車
改
造
助
成
、
難
聴

児
補
聴
器
購
入
費
等
助
成
な
ど
の

制
度
が
あ
り
ま
す
。

⑨
ヘ
ル
プ
マ
ー
ク
・
ヘ
ル
プ
カ
ー
ド

　
義
足
な
ど
を
使
っ
て
い
る
人
や

内
部
障
害
の
人
、
妊
娠
初
期
の
人

な
ど
、
援
助
や
配
慮
が
必
要
な
こ

と
が
外
見
か
ら
分
か
り
に
く
い
人

が
、
周
囲
に
配
慮
を
必
要
と
し
て

い
る
こ
と
を
知
ら
せ
る
た
め
の
も

の
で
す
。
福
祉
課
な
ど
の
窓
口
で

交
付
し
て
い
ま
す
。

⑩
ほ
っ
と
パ
ー
キ
ン
グ
お
か
や
ま

　
車
い
す
マ
ー
ク
の
駐
車
場
を
利

用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

▽
対
象
者　
身
体
障
害
者
手
帳
・

　
療
育
手
帳
・
精
神
障
害
者
保
健

　
福
祉
手
帳
所
持
者
、難
病
患
者
、

　
要
介
護
者
、
妊
産
婦
（
期
限
が

　
あ
り
ま
す
）
な
ど

⑪
有
料
道
路
通
行
料
金
の
割
引

　
障
害
者
（
児
）（
介
護
者
）
が

有
料
道
路
を
利
用
す
る
際
、
割
引

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

⑫
福
祉
有
償
運
送

　
単
独
で
公
共
交
通
機
関
の
利
用

が
困
難
で
、
移
動
に
制
限
が
あ
る

人
に
対
し
、
低
料
金
で
福
祉
車
両

で
の
送
迎
（
乗
降
介
助
を
含
む
）

を
し
ま
す
。
事
業
者
へ
の
事
前
登

録
が
必
要
で
す
。

⑬
身
体
・
知
的
障
害
者
相
談
員

　
身
体
障
害
者
相
談
員
（
10
名
）・

知
的
障
害
者
相
談
員
（
３
名
）
を

各
地
域
に
設
置
し
て
い
ま
す
（
左

表
参
照
）。

⑭
そ
の
他
情
報
提
供

　
瀬
戸
内
市
地
域
自
立
支
援
協
議

会
で
は
市
内
の
障
害
福
祉
サ
ー
ビ

ス
事
業
所
な
ど
の
情
報
を
提
供
し

て
い
ま
す
。
詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
な

ど
を
ま
と
め
た
冊
子
「
障
害
者

（
児
）
の
福
祉
に
つ
い
て
」
は
福

祉
課
に
あ
り
ま
す
。

　
　

福
祉
課

☎
０
８
６
９-

２
６-

５
９
４
３

種類 内　容

居宅介護 自宅で入浴・排泄・食事
などの支援をする

短期入所 夜間も含めた短期間、施
設で介護をする

生活介護 介護・創作活動などを行う

就労
継続支援

就労や生産活動などの機
会を提供し支援する

児童
通所支援

日中、日常生活動作や適
応訓練を行う

問
申

相  

談

氏名（しめい） 地域 相談先☎
（市外局番 0869）

大森　進（おおもり　すすむ）

邑久

22-1965

木村　晴子（きむら　はるこ） 22-0646

雪上　綠（ゆきうえ　みどり） 22-0705

砂場　邦彦（すなば　くにひこ） 24-0263

川井　佳子（かわい　けいこ） 22-2338

岸野　康人（きしの　やすと） 22-1498

久保木　多喜子（くぼき　たきこ）
牛窓

34-3534

髙牟礼　佑而（たかむれ　ゆうじ） 080-2935-0968

小山　惠（こやま　めぐみ）
長船

26-3416

治　仁子（ういじ　ひとこ） 26-2579

身体障害者相談員（10 人）

知的障害者相談員（３人）

氏名（しめい） 地域 相談先☎
（市外局番 0869）

藤林　小百合（ふじばやし　さゆり） 邑久 22-9777

大﨑　明美（おおさき　あけみ） 牛窓 34-2215

大塚　真理子（おおつか　まりこ） 長船 26-3695
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催
し
物

相  

談

　
「
保
育
の
必
要
性
の
認
定
」（
施

設
等
利
用
給
付
認
定
）
を
受
け
て

い
る
人
で
、
令
和
３
年
４
月
か
ら

６
月
ま
で
の
間
に
施
設
な
ど
を
利

用
し
た
人
は
、償
還
払
い（
キ
ャ
ッ

シ
ュ
バ
ッ
ク
）
の
手
続
き
を
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
該
当
す
る
人
は
、請
求
書
に「
特

定
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
提
供
証

明
書
兼
利
用
料
領
収
証
明
書
」
な

ど
の
必
要
書
類
を
添
え
て
、
市
へ

請
求
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　
詳
細
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　

子
育
て
支
援
課

☎
０
８
６
９-

２
６-

５
９
４
６

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
影
響
が
長
期
化
す
る
中
、
家
計

状
況
の
悪
化
の
影
響
を
勘
案
し
た

生
活
支
援
を
行
う
た
め
、
低
所
得

の
ひ
と
り
親
世
帯
の
人
へ
給
付
金

を
支
給
し
て
い
ま
す
。

　
児
童
扶
養
手
当
受
給
者
以
外
の

人
で
、
対
象
と
な
る
人
は
、
ま
ず

は
子
育
て
支
援
課
へ
ご
相
談
く
だ

さ
い
。
な
お
、
低
所
得
の
ふ
た
り

親
の
人
は
今
回
の
対
象
と
は
な
り

ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　
申
請
方
法
な
ど
の
詳
細
は
、
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

▽
対
象
者　

　
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
ひ

と
り
親
な
ど
の
人

①
公
的
年
金
等
を
受
給
し
て
お
り

　
収
入
が
児
童
扶
養
手
当
受
給
者

　
と
同
じ
水
準
と
な
っ
て
い
る
人

②
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

　
の
影
響
を
受
け
て
家
計
が
急
変

　
し
、
収
入
が
児
童
扶
養
手
当
受

　
給
者
と
同
じ
水
準
と
な
っ
て
い

　
る
人

▽
支
給
額　

　
児
童
１
人
当
た
り
５
万
円

　
　

子
育
て
支
援
課

☎
０
８
６
９ -

２
６ -

５
９
４
７

市ホームページ

問   
幼
児
教
育
・
保
育
の
無
償
化
の

  
請
求
手
続
き
を

  

子
育
て
世
帯
生
活
支
援
特
別

  

給
付
金
（
ひ
と
り
親
世
帯
分
）

問
申

市ホームページ

コロナ禍では
特に熱中症に注意しましょう！

　熱中症は毎年７月から８月にかけて多く発生して
おり、特に梅雨明けで蒸し暑くなる７月は熱中症に
よる救急搬送者数や死亡者数が急増します。昨年、
瀬戸内市管内では 18 人が熱中症で救急搬送されま
した。
　また、コロナ禍の現在は「身体的距離の確保」「マ
スクの着用」「３密（密集・密接・密閉）を避ける」
などの「新しい生活様式」を実践することが求めら
れています。そのため、昨年と同様に今夏も、これ
までと異なる生活環境下で例年以上に熱中症に気を
付けることが重要です。
　感染症と熱中症をともに予防するため、次のこと
に気を付けましょう。

【熱中症の予防対策】
●暑さを避ける
　感染予防のため窓を開放したり換気扇で換気した
りしながら、エアコンなどの温度をこまめに調節し
ましょう。また、暑い日や日差しが強い時間帯は外
出を控えましょう。
●適宜マスクをはずす
　気温や湿度が高い中でのマスク着用は、熱中症の
リスクが高くなるため注意が必要です。周囲の人と
十分な距離（２メートル以上）をとった上で、適宜
マスクをはずしましょう。

●こまめに水分補給する
　のどが渇く前にこまめな水分補給をしましょう。
たくさん汗をかいたときは、スポーツドリンクや塩
あめなどで塩分も補給しましょう。
●体調を整える
　体調が悪いと感じたときは、無理をせず自宅で静
養しましょう。また、暑さに備えた体作りをしましょう。

【熱中症の応急手当】
●日陰など涼しい場所へ移動させ、衣服を緩める。
●首筋、脇の下、太ももの付け根に冷たいタオルや
　氷を当てて冷やす。
●冷たい水やスポーツドリンクなどを飲ませ、水分
　補給をする。
●自分で水分摂取できない場合や意識障害が見られ
　る場合は、すぐに病院へ搬送する。

【高温注意情報】
　気象庁は、毎年４月第４水曜日から 10 月第４水
曜日までの期間中、当日または翌日の最高気温がお
おむね 35 度以上になると予想される場合には「高
温注意情報」を発表しています。発表された際には、
特に熱中症に注意しましょう。

　消防本部警防課　☎０８６９ - ２２ - １４９２問

　
市
内
を
流
れ
る
河
川
の
水
質
改

善
な
ど
、
市
の
良
好
な
環
境
を
守

っ
て
い
く
た
め
、
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

　
下
水
道
課

☎
０
８
６
９-

２
２-

５
１
５
１

　
市
内
の
支
所
・
出
張
所
で
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
出
張
申
請
受

付
を
行
い
ま
す
。

▽
場
所
・
日
時

　

・
７
月
20
日
（
火
）
裳
掛
出
張
所

　

・
７
月
27
日
（
火
）
牛
窓
支
所

　

・
７
月
28
日
（
水
）
長
船
支
所

　
午
前
９
時
～
午
前
11
時
30
分

▽
持
参
す
る
も
の

　
運
転
免
許
証
な
ど
の
本
人
確
認

書
類
、
交
付
申
請
書
ま
た
は
個
人

番
号
通
知
カ
ー
ド
（
持
っ
て
い
る

人
の
み
）

※
瀬
戸
内
市
に
住
民
登
録
が
あ
る

　
人
が
対
象
で
す
。

申
請
・
交
付
休
日
窓
口
も

ご
利
用
く
だ
さ
い
！

▽
日
時

　

・
７
月
11
日
（
日
）、
25
日
（
日
）

　

・
８
月
８
日
（
日
）、
22
日
（
日
）

　

・
９
月
12
日
（
日
）、
26
日
（
日
）

　
午
前
９
時
～
午
後
４
時
30
分

▽
場
所

　
瀬
戸
内
市
役
所
市
民
課

▽
持
参
す
る
も
の

【
申
請
す
る
と
き
】

　
運
転
免
許
証
な
ど
の
本
人
確
認

書
類
、
交
付
申
請
書
ま
た
は
個
人

番
号
通
知
カ
ー
ド
（
持
っ
て
い
る

人
の
み
）

※
瀬
戸
内
市
に
住
民
登
録
が
あ
る

　
人
が
対
象
で
す
。

【
カ
ー
ド
を
受
け
取
る
と
き
】

　
送
付
さ
れ
た
交
付
通
知
書
兼
照

会
書
（
は
が
き
）
に
記
載
し
て
い

る
必
要
書
類

※
交
付
は
予
約
制
で
す
。
平
日
の

　
午
前
８
時
30
分
か
ら
午
後
５
時

　
ま
で
に
、
市
民
課
へ
電
話
で
予

　
約
し
て
く
だ
さ
い
。

　
市
民
課

☎
０
８
６
９-

２
２-

１
１
１
５

　
下
水
道
へ
の
接
続
は
、
下
水
道

が
使
え
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、

く
み
取
り
便
所
の
場
合
は
３
年
以

内
、
浄
化
槽
の
場
合
は
遅
滞
な
く

接
続
す
る
こ
と
が
、
下
水
道
法
で

義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

  

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の

  

出
張
申
請
受
付
を
行
い
ま
す

問

ミニ手話コーナー

指で 50 音を、手話で干支を表現してみよう③

イラスト協力：はっしぃ

　

漏
水
は
、
少
量
で
あ
っ
て
も
長

期
間
放
置
す
れ
ば
、
大
き
な
使
用

水
量
に
つ
な
が
り
ま
す
。

　

使
用
水
量
が
多
い
と
感
じ
た
と

き
は
、
蛇
口
を
全
部
閉
め
て
水
道

メ
ー
タ
ー
を
確
認
し
て
く
だ
さ

い
。
水
道
メ
ー
タ
ー
の
中
の
パ
イ

ロ
ッ
ト
（
銀
色
の
円
盤
）
が
回
っ

て
い
た
ら
、
漏
水
の
可
能
性
が
あ

り
ま
す
の
で
、
市
が
指
定
す
る
給

水
装
置
工
事
事
業
者
（
指
定
工
事

店
）
へ
調
査
・
修
理
を
依
頼
し
て

く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
調
査
・
修
理
な
ど
に
は

費
用
が
か
か
り
ま
す
の
で
、
指
定

工
事
店
と
相
談
の
上
、
ご
依
頼
く

だ
さ
い
。

　

宅
地
内
で
の
水
道
管
の
ひ
び
割

れ
や
給
水
器
具
（
蛇
口
・
温
水
器

な
ど
）
の
故
障
な
ど
に
よ
り
漏
水

し
た
場
合
は
、
漏
水
分
の
水
道
料

金
は
使
用
者
負
担
と
な
り
ま
す
。

　

た
だ
し
、
地
下
や
壁
の
中
で
の

漏
水
の
場
合
、
指
定
工
事
店
が
修

理
す
る
と
、
使
用
水
量
認
定
（
減

量
）
の
対
象
と
な
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
の
で
、
上
水
道
業
務
課
へ
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
指
定
工
事
店
以
外
の
業

者
や
個
人
で
修
理
し
た
場
合
は
対

象
に
な
り
ま
せ
ん
。

　

平
素
か
ら
水
道
メ
ー
タ
ー
の
自

主
点
検
を
行
い
、
漏
水
の
早
期
発

見
に
努
め
ま
し
ょ
う
。

　

・
料
金
、
使
用
水
量
認
定
に
つ
い

　

て
は

　

上
水
道
業
務
課

☎
０
８
６
９-

２
２-

１
３
２
５

漏
水
の
早
期
発
見
に
努
め
ま
し
ょ
う水道メーターの自主点検を

行いましょう

問

  

下
水
道
へ
早
期
に

  

接
続
し
ま
し
ょ
う

下水道マスコット
キャラクター「スイスイ」

問



　
水
道
メ
ー
タ
ー
の
検
針
を
行
う

検
針
員
を
募
集
し
て
い
ま
す
（
随

時
受
付
）。
興
味
の
あ
る
人
は
お

気
軽
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

▽
業
務
内
容

　
市
内
各
世
帯
お
よ
び
事
業
所
な

ど
の
水
道
メ
ー
タ
ー
を
、
奇
数
月

の
15
日
か
ら
25
日
の
間
の
基
準
日

を
も
と
に
検
針
す
る
業
務
で
す
。

※
検
針
件
数
は
１
地
区
当
た
り
３
０
０

　

件
か
ら
６
０
０
件
程
度
。
地
区

　
に
よ
り
件
数
は
異
な
り
ま
す
。

▽
委
託
料　

１
件
に
つ
き
84
円

※
委
託
契
約
の
た
め
社
会
保
険
・

　
雇
用
保
険
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

　
傷
害
保
険
が
あ
り
ま
す
。

▽
応
募
資
格

　
原
則
20
歳
以
上
の
人
で
、
瀬
戸

内
市
の
土
地
勘
の
あ
る
人
。
責
任

を
持
っ
て
検
針
用
端
末
の
操
作
や

管
理
が
で
き
、
期
日
に
検
針
が
で

き
る
人
。

　
　

上
水
道
業
務
課

☎
０
８
６
９-

２
２-

１
３
２
５

　　知っ得！せとうち便　　

お
知
ら
せ

14広報 せとうち No.2002021.    715

　
祭
礼
、
縁
日
、
花
火
大
会
、
展

示
会
、
そ
の
他
多
く
の
人
が
集
ま

る
催
し
で
火
気
器
具
な
ど
を
使
用

す
る
場
合
は
、
次
の
こ
と
を
守
っ

て
く
だ
さ
い
。

①
露
店
な
ど
の
開
設
届
出

　
事
前
に
消
防
本
部
へ
「
露
店
等

の
開
設
届
出
書
」
を
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。
様
式
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
（
消
防
本
部
ペ
ー
ジ
）
か
ら
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

②
消
火
器
の
設
置

　
消
火
器
は
、
火
気
器
具
を
取
り

扱
う
店
舗
ご
と
に
準
備
し
て
く
だ

さ
い
。
た
だ
し
、
同
一
テ
ン
ト
内

に
複
数
の
店
舗
を
開
設
す
る
場
合

は
、
共
同
で
準
備
し
て
も
構
い
ま

せ
ん
。

▽
火
気
器
具
な
ど　
ガ
ス
コ
ン
ロ
、

　
電
気
コ
ン
ロ
、
フ
ラ
イ
ヤ
ー
、

　
グ
リ
ル
、
発
電
機
な
ど

　
　

消
防
本
部
予
防
課

☎
０
８
６
９-

２
２-

１
４
９
３

FAX
０
８
６
９-

２
４-

１
６
７
７

募
　
　
集

　
権
利
擁
護
セ
ン
タ
ー
ほ
っ
と
♡

せ
と
う
ち
で
は
、
認
知
症
や
障
が

い
に
よ
り
判
断
能
力
が
十
分
で
な

い
人
の
権
利
を
守
り
、
身
近
な
地

域
で
支
援
す
る
「
市
民
後
見
人
」

の
養
成
研
修
事
前
説
明
会
を
開
催

し
ま
す
。
成
年
後
見
制
度
や
市
民

後
見
人
に
関
心
の
あ
る
人
は
、
電

話
で
申
し
込
み
の
上
、
ご
参
加
く

だ
さ
い
。

▽
日
時　
８
月
５
日
（
木
）

　
午
前
10
時
～
午
前
11
時
30
分

　
（
午
前
９
時
30
分
受
付
開
始
）

▽
場
所　
市
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー

▽
定
員　
30
人
（
先
着
順･

定
員

　
に
な
り
次
第
締
切
）

▽
参
加
費　
無
料

▽
申
込
期
限　

７
月
30
日
（
金
）

　
　

権
利
擁
護
セ
ン
タ
ー
ほ
っ
と

♡
せ
と
う
ち

☎
０
８
６
９-

２
４-

７
７
１
１

  

水
道
メ
ー
タ
ー
検
針
員

  

の
募
集

　
相
手
の
言
葉
に
耳
を
傾
け
、
心

で
聴
い
て
受
け
止
め
る
「
傾
聴
」。

　
地
域
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
ス
マ

イ
ル
で
は
、福
祉
施
設
な
ど
で「
傾

聴
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
」
と
し
て
活
動

す
る
こ
と
を
希
望
す
る
人
を
対
象

に
、
傾
聴
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
技
法
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
講

座
を
開
催
し
ま
す
。

※
フ
ェ
イ
ス
シ
ー
ル
ド
を
着
用
し

　
て
の
受
講
に
な
り
ま
す
。

▽
日
時　
８
月
19
日・９
月
２
日・

　
16
日
・
10
月
７
日
・
21
日
・
11

　
月
４
日
（
い
ず
れ
も
木
曜
日
）

　
午
前
10
時
～
正
午

▽
場
所　
瀬
戸
内
市
地
域
生
活
支

　
援
セ
ン
タ
ー
ス
マ
イ
ル

▽
対
象
者　
な
る
べ
く
全
日
程
受

　
講
で
き
る
人

▽
講
師　
森
口
章
氏
（
岡
山
県
公

　
立
学
校 

学
校
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
）

▽
定
員　
15
人
（
先
着
順
・
定
員

　
を
超
え
た
場
合
の
み
連
絡
）

▽
参
加
費　
無
料

　
　

瀬
戸
内
市
地
域
生
活
支
援
セ

ン
タ
ー
ス
マ
イ
ル

☎
０
８
６
９ -

２
２ -

９
６
０
０

問

　コロナ禍により、屋外で体を動かす機会が
減っています。その分、テレビやパソコン、
スマートフォンの画面を見る機会が増えて目
が疲れたなと思いませんか。そんな人におす
すめの外あそびを紹介します。
　家から一歩出たら、まずは深呼吸。そして、
少し先、次に遠方、次に近くの順番で約 10
秒ずつ自然を眺めて目の体操。
　瀬戸内市には豊富な自然環境があります。
四季の移ろいやその日の天候に触れることで
五感が刺激されます。毎日続けていると、頭
がすっきり。家から一歩出たら、外あそびの
はじまりです。
　　　　こども政策課　プレーリーダー松田

  
お
祭
り
な
ど
の
露
店
に
は

  
消
火
器
の
設
置
が
必
要
で
す

消火器準備！

問
届

　「リフレッシュ瀬戸内（海岸清掃）」を
実施します。美しいまちづくりを推進す
るため、皆さんのご協力をお願いします。

▽ 日時　７月７日（水）
　午後５時 30 分～午後６時（小雨決行）

▽ 場所
　・牛窓町牛窓　筵

むしろえ

江海岸
　・邑久町虫明　扇

おうぎ

海岸

▽ 集合場所　現地（いずれかの海岸）
※ごみ袋・軍手は市で用意します。
※新型コロナウイルス感染症の拡大状況
　によっては中止する
　場合があります。
　建設課
☎０８６９ - ２２ - ２６４９

リフレッシュ瀬戸内

問

海岸をきれいにしませんか

　

取
引
や
証
明
に
使
っ
て
い
る
は

か
り
（
家
庭
用
を
除
く
）
は
、
２

年
に
１
度
定
期
検
査
を
受
け
る
こ

と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

本
市
は
今
年
度
が
検
査
年
度
と

な
っ
て
お
り
、
次
の
と
お
り
定
期

検
査
を
行
い
ま
す
。

　

検
査
対
象
と
な
る
は
か
り
を
使

用
し
て
い
る
人
は
、
最
寄
り
の
会

場
で
必
ず
検
査
を
受
け
て
く
だ

さ
い
。

　

秤
量
５
０
０
㌔
を
超
え
る
は
か

り
は
、
一
般
社
団
法
人
岡
山
県
計

量
協
会
に
依
頼
し
て
、
代
検
査
を

受
検
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、現
在
使
用
し
て
お
ら
ず
、

こ
れ
か
ら
も
使
用
す
る
予
定
の
な

い
は
か
り
に
つ
い
て
は
、
検
査
を

受
け
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

▽
定
期
検
査
が
必
要
な
は
か
り

　

・
商
店
、
事
業
所
、
農
協
、
漁
協

　

な
ど
で
商
取
引
に
使
っ
て
い
る
も

　

の（
主
に
量
り
売
り
や
出
荷
な
ど
）

　

・
農
家
が
庭
先
取
引
や
箱
（
袋
）

　

詰
め
し
て
農
産
物
を
出
荷
（
個

　

人
取
引
）
す
る
と
き
に
使
う
も
の

　

・
一
般
運
送
事
業
者
宅
配
便
の
取

　

扱
店
に
お
け
る
料
金
特
定
に
使

　

う
も
の

　

・
病
（
医
）
院
、
薬
局
な
ど
で
使

　

う
調
剤
用
の
も
の

　

・
病
（
医
）
院
、
保
健
所
、
役
所
、

　

学
校
、
保
育
所
ま
た
は
福
祉
施
設

　

な
ど
で
使
用
す
る
体
重
計
な
ど

▽
検
査
手
数
料

　

・
は
か
り
１
個
当
た
り
５
０
０
円

　

～
２
、２
１
０
円
、
分
銅
・
お

　

も
り
10
円

※
種
類
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。

　

当
日
、
検
査
手
数
料
を
持
参
し

　

て
く
だ
さ
い
。

▽
検
査
場
所
・
日
時

●
長
船
支
所

　

７
月
20
日
（
火
）

　

午
前
10
時
30
分
～
正
午

　

午
後
１
時
30
分
～
午
後
３
時

●
牛
窓
支
所

　

７
月
21
日
（
水
）

　

午
前
10
時
30
分
～
正
午

　

午
後
１
時
30
分
～
午
後
３
時

●
瀬
戸
内
市
役
所

　

７
月
26
日
（
月
）、
27
日
（
火
）

　

午
前
10
時
30
分
～
正
午

　

午
後
１
時
30
分
～
午
後
３
時

　

一
般
社
団
法
人
岡
山
県
計
量
協
会

☎
０
８
６-

２
８
６-

８
９
５
０

　

産
業
振
興
課

☎
０
８
６
９-

２
２-

１
２
８
４

問 問

は
か
り
の
定
期
検
査
を
受
け
ま
し
ょ
う

問
申

募  

集

催
し
物

相  

談

  

市
民
後
見
人
に

  

な
り
ま
せ
ん
か

問
申

  

傾
聴
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

  

養
成
講
座

「家から一歩出たら、外あそび」

外あそびコラム 協働提案事業成果報告会 を
開催します

　令和２年度に実施した協働提案事業の成果報告会を開催
します。報告会は感染症対策のためオンライン（YouTube）
で一般公開します。視聴を希望する場合は、企画振興課ま
で事前にお申し込みください。

▽ 日時　７月８日（木）　午後１時 30 分～午後３時 35 分

▽ 対象　地域活動に興味、関心を持っている人

▽ 申込方法　７月５日（月）午後５時までに氏名、電話番
　号、メールアドレス、YouTube アカウントの有無、活
　動団体名（市内の市民活動団体に所属している場合）を
　メールでお送りください。なお、報告会の URL は別途
　ご連絡します。

▽ その他　一般公開は YouTube を使用して行いますので、
　YouTube を視聴できる環境を準備してください。なお、
　視聴に係る通信費などは視聴者の負担となります。
　　企画振興課　☎０８６９ - ２２ - １０３１
mail　kikaku@city.setouchi.lg.jp

  

夏
の
節
電
に

  

ご
協
力
く
だ
さ
い

　
身
近
な
工
夫
で
か
し
こ
く
節
電

し
ま
し
ょ
う
。

　
皆
さ
ん
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

●
こ
ま
め
に
ス
イ
ッ
チ
を
切
っ
て

　

電
気
の
使
用
は
必
要
最
小
限
に

　

し
ま
し
ょ
う

●
使
っ
て
い
な
い
電
化
製
品
の
コ

　

ン
セ
ン
ト
は
プ
ラ
グ
か
ら
抜
い

　

て
待
機
電
力
を
削
減
し
ま
し
ょ
う

●
エ
ア
コ
ン
の
設
定
温
度
、
風
向

　

き
を
調
整
し
ま
し
ょ
う

●
照
明
の
明
る
さ
や
点
灯
時
間
を

　

調
整
し
ま
し
ょ
う

●
冷
蔵
庫
の
開
閉
を
で
き
る
だ
け

　

減
ら
し
、
食
品
は
詰
め
込
み
す

　

ぎ
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う

　
こ
れ
以
外
に
も
で
き
る
こ
と
は

た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
何
事
も
意

識
し
て
実
行
す
る
こ
と
が
大
切
で

す
。
家
計
に
も
や
さ
し
い
取
り
組

み
を
ぜ
ひ
実
践
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、熱
中
症
に
は
注
意
し
て
、

く
れ
ぐ
れ
も
無
理
の
な
い
範
囲
で

お
願
い
し
ま
す
。

　
生
活
環
境
課

☎
０
８
６
９-

２
２-

１
８
９
９

問問
申

問申



　
生
誕
１
３
０
年
記
念

　
　
　
　
　
髙
島
野
十
郎
展

　

髙
島
野
十
郎
（
１
８
９
０-

１
９
７
５
）
は
福
岡
県
久
留
米
市

に
生
ま
れ
、
東
京
帝
国
大
学
を
卒

業
後
、
念
願
だ
っ
た
画
家
へ
の
道

を
選
び
ま
し
た
。

　

そ
の
孤
独
と
旅
を
愛
し
た
生

涯
、
徹
底
的
な
写
実
に
よ
る
独
自

の
絵
画
は
没
後
に
光
が
あ
て
ら

れ
、
今
日
で
は
幅
広
い
人
気
を
得

て
い
ま
す
。

　
こ
の
た
び
の
展
覧
会
で
は
、
野

十
郎
の
豊
富
な
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を

　　知っ得！せとうち便　　

募  

集

お
知
ら
せ

催
し
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相  

談

催
し
物

　
３
０
０
円
、
中
学
生
以
下
無
料

【
以
下
、
展
覧
会
共
通
】

▽
開
館
時
間　
午
前
９
時
～
午
後
５
時

　
（
入
館
は
午
後
４
時
30
分
ま
で
）

▽
休
館
日　
７
月
５
日
（
月
）、
12

　
日
（
月
）、
26
日
（
月
）

※
20
日
（
火
）
～
23
日
（
金
）
は

　
展
示
替
え
の
た
め
休
館
。

※
な
お
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

　
感
染
拡
大
防
止
の
た
め
、
展
覧

　
会
の
開
催
期
間
を
変
更
し
た
り

　
美
術
館
を
閉
館
し
た
り
す
る
場

　
合
が
あ
り
ま
す
。
当
館
ホ
ー
ム

　
ペ
ー
ジ
お
よ
び
Ｓ
Ｎ
Ｓ
に
て
お

　
知
ら
せ
し
ま
す
の
で
、
ご
確
認

　
く
だ
さ
い
。

　

瀬
戸
内
市
立
美
術
館

☎
０
８
６
９ -

３
４ -
３
１
３
０

ガラエビと小松菜のレモンパスタ
◆作り方
①小松菜は 3 ～ 4cm の長さに切り、
　しめじは小房に分ける。にんにく
　は薄切りにする。
②ガラエビは頭と尻尾を切って洗い、
　キッチンペーパーで水気を取る。片栗粉をまんべ
　んなく振り、油で揚げる。
③鍋に湯を沸かしてスパゲッティを入れ、袋の表示
　どおりの時間ゆでる。
④フライパンにオリーブオイル、にんにくを入れて
　弱火で炒め、香りが立ってきたら、小松菜、しめ
　じを加えて炒める。
⑤④に②、③を加えて塩・こしょうで味を整え、レ
　モンを絞る。
⑥お好みで粉チーズやパセリを振る。

●スパゲッティ（200g）
●ガラエビ（100g）
●片栗粉（適量）
●油（適量）
●小松菜（1/2 把）
●しめじ（1/2 パック）

●オリーブオイル（大さじ３）
●にんにく（１片）
●塩・こしょう（適量）
●レモン（1/2 ～１個）
●粉チーズやパセリ（適量） 　　　　　　　農協女性部です。

　  健康づくり推進課　☎０８６９ - ２６ - ５９６１

◆材料（２人分）

　
も
の
忘
れ
や
認
知
症
が
心
配
な

本
人
ま
た
は
ご
家
族
を
対
象
に
、

も
の
忘
れ
相
談
会
を
開
催
し
ま
す
。

　
相
談
は
予
約
制（
１
人
約
30
分
）

で
す
。
電
話
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
、
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
の
メ
ー
ル
フ
ォ
ー
ム
で

相
談
者
の
氏
名
と
連
絡
先
を
ご
連

絡
く
だ
さ
い
。

▽
日
時　
７
月
28
日
（
水
）

　
午
後
１
時
30
分
～
午
後
３
時

▽
場
所　
市
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー

▽
相
談
対
応
職
員　
保
健
師
、
社

　
会
福
祉
士
、
認
知
症
地
域
支
援

　
推
進
員
な
ど

▽
相
談
料　
無
料

▽
予
約
期
限　
７
月
21
日
（
水
）

　
　

ト
ー
タ
ル
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

☎
０
８
６
９-

２
２-

３
８
０
０

FAX
０
８
６
９-

２
２-

３
８
０
１

髙島野十郎「からすうり」

問

誇
る
福
岡
県
立
美
術
館
の
所
蔵
作

品
か
ら
、
い
ま
だ
多
く
の
謎
に
包

ま
れ
た
野
十
郎
の
魅
力
を
広
く
紹

介
し
ま
す
。

▽
開
催
期
間　
７
月
19
日
（
月
）

　
ま
で

▽
観
覧
料　
一
般
８
０
０
円
、
団

　
体
（
20
人
以
上
）・
65
歳
以
上

　
７
０
０
円
、
中
学
生
以
下
無
料

 

－

フ
ラ
ン
ス
芸
術
文
化

　
　
　
　 
勲
章
受
章
作
家

－

　
　
　
　
　
ベ
ル
串
田
物
語
展

　
岡
山
県
で
生
ま
れ
、
二
科
会
に

所
属
し
活
躍
し
た
洋
画
家
の
ベ
ル

串
田
（
１
９
１
３-

１
９
９
４
）。

ベ
ル
串
田
は
国
内
だ
け
で
な
く
、

フ
ラ
ン
ス
芸
術
文
化
勲
章
を
受
章

す
る
な
ど
、
海
外
で
も
評
価
さ
れ

ま
し
た
。

　
本
展
は
、
岡
山
に
残
る
作
品
約

60
点
や
遺
品
を
展
示
し
、
60
年
に

わ
た
る
画
業
を
顕
彰
す
る
回
顧
展

で
す
。
世
界
を
魅
了
し
た
ベ
ル
串

田
の
生
涯
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▽
開
催
期
間　
７
月
24
日
（
土
）

　
～
８
月
８
日
（
日
）

▽
観
覧
料　
一
般
４
０
０
円
、
団

　
体
（
20
人
以
上
）・
65
歳
以
上

問
申

＜相談内容＞
　マッチングアプリで知り合った女性と会うことになっ
たが、女性の勤務先の宝石店に案内され、アクセサリー
購入の勧誘を受けた。「後に結婚するときに使える」と
言われ、断りにくい雰囲気だったこともあり、ダイヤモ
ンドを購入してしまった。クーリング・オフできるか？
＜注意点＞
　恋愛感情につけ込んでアクセサリーなどの高額商品を
買わせる悪質商法を「デート商法」と言います。特に若
者が多く被害に遭っており、次のような事例があります。
　・知らない異性から電話があり、後日会ったところ宝石
　購入の勧誘を受けた。
　・婚活サイトで出会った人から投資用マンションの勧誘
　を受け、購入してしまった。
　特定商取引法の訪問販売に該当する場合、法律に定め
られた事項が正しく記載されている契約書を受け取った

日から８日間はクーリング・オフができます。また、８
日間を過ぎた場合でも、状況によって取り消せる可能性
があります。過去のメッセージのやりとりなどは消去せ
ず、最寄りの消費生活センターに相談しましょう。

【もし勧誘を受けたら…】
　好意的な振る舞いは商品を売るための手口かもしれな
いと冷静に考え、注意しましょう。また、相手から商品
の購入やサービスの契約を勧められた際には、すぐに契
約したりお金を借りたりせず、必要がなければきっぱり
断りましょう。また、出会い系サイトで有料のポイント
を買ってやりとりするよう勧誘され、相手に会えず、金
銭的被害に遭うこともありますので、注意しましょう。
　瀬戸内市消費生活センター　☎０８６９ - ２４ - ８０１１
※消費生活相談は『消費者ホットライン
　☎局番なし 188（イヤヤ！）』もご利用できます。

問

第 44 話
マッチングアプリで知り合った女性にダイヤモンドを
購入させられた…もしかしてデート商法！？

まちの話題 秘書広報課：☎0869-24-7095問

My Town Topics

　い   つまでもお元気で 100 歳を迎えた高齢者をお祝い 　

　５月９日に満 100 歳を迎えた船木清子さん（長船町）の

長寿のお祝いに、武久顕也市長らが訪問し、お祝い状などを

贈呈しました。

　長船町の舟山で生まれた船木さんは、23 歳の時に同じ舟

山の人と結婚し、農業や乳牛の世話をしながら会社に勤めて

いました。また、虫明焼作家の岡部紫山氏を弟に持ち、ご自

身も絵手紙や塗り絵が得意とのこと。手先も器用で、今でも

ズボンの裾や雑巾などを縫っているそうです。

　長寿の秘訣は「愚痴を言わず、よく食べること」。

　船木さん、これからもますますお元気でお過ごしください。 お祝い状を受け取る船木さん（写真左）

相
　
　
談

  

も
の
忘
れ
相
談
会

  

瀬
戸
内
市
立
美
術
館

  

展
覧
会

ベ
ル
串
田
「
若
草
日
記
」
１
９
７
９
年

  消 費 生 活
安心ほっとライフ
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